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き そう

は じめに 一 基層信仰とは一

そう に りょう さんきょ ふ く じ

本報告では、 僧尼 令 第一三条にみえる山居 と服餌の用語に着目し、 日本古代における基層

信仰と仏教や道教的信仰との関わりについて、 日頃考えているところを述べたい。

まず ここで用いる基層信仰 と道教的信仰の概念を、簡略に言及 してお く。

基層信仰とは、日本列島において、縄文 ・弥生時代以来形成されてきたカミ(神)観 念やカ
き き や そ

ミに対する祭祀 ・信仰をさす。 『古事記』 や 「日本書紀」(以 下、記紀 と略称する)に 、八十
よろずのかみ や そ もろかみ せいれい

万 神 ・八十諸神の表現がみえるごとく、列島ではあらゆる物に精霊やカミが宿 ると観念され

てきた。記紀 にみえる神々のうち、注目されるものを便宜的に分類すれば、資料①のようにな
こ み わ やま おおものぬ しのかみ

る(1)。本報告に関わるところでは、 山に籠もりいます神(例 えば三輪山の大物 主 神)や 精霊
みくまりしん

(オオヤマッミ)、水源にいて雨水をっかさどる水分神やオカミなどが注目されるだろう。
あま かみ てんじん くに かみ ち ぎ しんとう

六世紀中葉～後半に、 日本神話の原形がほぼ整い、天つ神(天 神)と 国つ神(地 祗)の 神統
ふ さいかん

譜が成立 した。 この時期に大和王権は祭官を設置 して、宮廷祭祀を管掌させた。七世紀後半 に
しんかん

律令国家が成立すると、祭官は神官と改め られ、さらに大宝元年(七 〇一)に 制定 ・施行 され
たいほう りょう じん ぎ かん

た大宝 令では神祗官が設置されて、全国土の神マツリを統制するとともに、神祗令に基づ く
えんちょう

律令国家祭祀が行なわれるようになった。律令国家祭祀は、延 長 五年(九 二七)に 完成 して
こう ほ えん ぎ しき

康保四年(九 六七)に 施行された 『延喜式』段階まで、 ほぼ継続する。こうした経緯から、列
じん ぎ

島で形成された信仰を、一般的には神祗信仰 と呼び習わ してきた。

神祗信仰の用語は、日本神話成立にともなう神統譜に由来 し、必ず しも列島におけるカ ミ観
たかまがはら

念やカ ミに対する祭祀 ・信仰を包摂するものではない。 日本神話は、高天原世界に君臨す る太
おおかみ あ しはら なか くに

陽女神、アマテラス大神の後裔が葦原の中つ国(列 島)の 支配者たる所以を物語 るものであり、

その背景には弥生時代以来の稲作文化がある。稲の成育には太陽と水の恵みが不可欠であるこ
か かい

とか ら、初代天皇の神武は、父系をたどれば太陽神へ、母系をたどれば河海の水 を支配する
かいじん

海神(ワ タ ッ ミ)へ ゆ きっ く構 造 を と る。
とりはまかいつか さんないまるやま

しか し近年、福井県の鳥浜貝塚や青森県の三内丸山遺跡などが発見 され、縄文文化の解明が
さち

急速 に進んだ。自然に対する知識が豊かで、食料 として山や海の幸を利用 していたこと、漆

工 ・木工や石器の製作技術が高度であったこと、硬玉(ヒ スイ)・ 黒耀石 ・コハクなどの交易

圏が広範囲だったこと、石棒を中心とした祭祀や死者の祀りなど、豊かな精神生活を営んでい
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たことなどが判明してきた。列島におけるカ ミ観念や祭祀 ・信仰には、縄文文化に由来するも

のが確かに存在する。
てん ち と らい

また弥生時代から七世紀後半の天智朝に至るまで、主 として朝鮮半島からの大きな渡来の波

が五～六回あった。数多 くの人々が渡来 して高度な技術をもた らし、渡来 した人々の信仰 ・習

俗が従来のカ ミ観念 や祭祀 ・信仰に大 きな影響を与 えた。とりわけ五世紀後半 における
いまきのあやひと こ き ょうはか せ

今来漢人の渡来や、 六世紀に百済から五経博士や学者達が招かれ、儒教や道教的信仰を伝え
どう し

たことが特筆 される。なおここで道教的信仰 という用語を用いるのは、日本古代 には道士 ・
どうかんにょかん

女冠や道観が存在せず、 また道教経典 も確認されないか らである。道教は古代の日本には伝来
どう じゅつ

しなかった。 しか し神仙思想や道 術(道 教的呪術)は 確実に伝わ ってお り、また渡来 した

人々の信仰や習俗も定着 していた(2)。

律令国家が成立する直前の状況は、それらが混 じり合い、新たな変容が加えられたもので

あった。 したがってそれを神祗信仰の用語で包摂することは到底無理であり、基層信仰の用語

が相応 しい。

禅師広達 と役小角(役 行者)

養老令一〇巻三〇編は、大宝令一一巻を改修 したもので、養老二年(七 一八)に 制定され、

天平宝字元年(七 五七)よ り施行された。養老令巻二の第七編にあたる僧尼令では、その第一
ぜんきょうしゅうどう じゃくせい さんきょ ふ く じ

三条に、 僧尼が禅 行 修 道の志をもち、 寂 静を楽しみ俗に交わらずに山居 し、 服餌す ること
りょうの ぎ げ てんちょう

を希望する場合の手続 きを規定 している。 養老令の注釈書である 『令 義解』 は、 天 長 一〇

年(八 三三)に 完成 して、翌年に施行された。『令義解」では、山居服餌にっいて、穀物を避
せいきょ

けて薬を服 し、静居 して気を行なう(や や文意不明。禅行の意か)こ ととし、 また山居の事例
きんれい よし の ぐん かね みたけ

として 「金嶺」、すなわち大和国吉野郡に所在 した金の峯を挙げている。
に ほんりょう い き きょうかい

『日本 霊 異記」 は、 平安時代の初めに薬師寺僧の景 戒が著わした仏教説話集である。 中巻
しょう む ちょう ぜん し こうたつ かね みたけ じゅ げ きょうぎょうえん

第二六縁によれば、奈良時代の聖 武 朝に禅師広達が吉野の金の峯に入り、樹下を経 行 して仏
っき の さと あきがわ

道を求めたという。禅師広達は、吉野郡の桃花里を流れる秋河に橋 として架けられた木か ら、
しもいちちょう あき の がわ

仏像を彫 り出したと語 られている。秋河とは、奈良県吉野郡下市 町を流れる秋野川をさす。
みくまり みね みくまりやま あお ね が みね

古代において、吉野の水分の峯(水 分山)と された青根ケ峯から、西へ秋野川が流れだ し、

下市で吉野川本流に注ぎこむ。こうしたことを考えると、禅師広達が樹下経行 したという金の
し すんいわやま しきないしゃ きん ぷ

峯 は、青根ケ峯からさらに奥の四寸岩山にかけての一帯を指すかと考えられる。式内社の金峯
じんじゃ だいてんじょう が だけ

神社背後に当たる山々であろう。 これらの山々から、 さらに尾根道をたどると、 大天 井 ケ岳
おおみねさん さん じょう が だけ えんのおつぬ えのきみ お つぬ えんのぎょうじゃ

をへて大峰山(山 上 ケ岳)に 至 る。 大峰山は役小角(役 君小角 ・役 行 者)が 開いたと伝え
ゆうしゅついわ さんじょうざ おうごんげん

られ、山頂には蔵王権現が出現 したという湧 出岩 と山 上の蔵王堂があって、修験道の根本聖

地(メ ッカ)と なっている。

役小角は修験道の開祖 とされ、さまざまな伝承に彩 られてはいるが、実在 した人物である。
もん む かつ ら ぎ やま

『続日本紀』 の文武三年(六 九九)五 月二十四日条によれば、役小角は初め大和の葛 木山に住
げ じゅ こ い げ か らくにのむらじひろたり

み、呪術を以て称せられた。外從五位下韓 国 連 廣足は役小角を師と仰いでいたが、後に小角
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ようわく ざんげん い つのしま せ そう

が人々を 「妖惑」 していると讒言 したたあ、小角は文武三年五月に伊豆嶋へ配流 された。世相
き じん

伝えるところでは、小角はよく鬼神を使役 して、水を汲んだり薪を採 らせ、 もし命に従わない
じゅばく

と呪縛 した とい う。

かつら ぎ さん ごんこうさん

古代 においては、現在の葛 城山(標 高960m)と 金剛山(標 高1112m)と を合わせて、葛
さとやま

木山と称 した。奈良盆地に暮 らす入々にとって、葛城山 ・金剛山は里山というより、深山の印

象が強い。 ともに、現在 もなお神秘な現象がいろいろ伝えられている。役小角は葛木山に住み
さんきょ ぷつどうしゅぎょう

(山居 にあたる)、仏 道修 行を行なった。小角の呪力により使役されたという鬼神は、 仏教で
ご ほう おんようどう しき しん

いう護法、陰陽道での識神に類似する。
に ほんりょう い き えん えんのう ば そく

『日本 霊 異記』上巻第二八縁 によれば、役優婆塞 とみえるから、役小角は俗生活を営みなが
か ものえだちのきみうじ たか か もの あ そん かつらぎのかみぐん ち

ら、仏教に帰依 した人物である。賀茂 役 公 氏(高 賀茂朝臣)の 出身で、大和国 葛 木上郡茅
はらむら こ せし くず き ふ く じ

原村(奈 良県御所市茅原)の 入であった。四十餘歳で葛木山の巌窟にいて、葛を着、松を服餌
く じゃく き い げんじゅつ

し、清水の泉に水浴 し、孔 雀の呪法を修習し、奇異の験 術を修 したという。
しょく に ほん ぎ

「続 日本紀』の記述 と較べると、かな り説話化 された内容である。山居 して松 の実を食 し
じゅきょう げんりき

(服餌にあたる)、 孔雀王呪 経にみえる呪法を修持し、験力によって海上に浮かんで走ったり、
せん

仙とな って天を飛んだなど、道教的信仰、 とりわけ神仙思想による文飾が著 しい。孔雀王呪経
ぞうみつ

などの雑密経典 による呪法や山林修業を行なって験力を得るなど、修験道に通 じる要素が色濃

い。そ うしたことが後に、役小角を修験道の開祖と仰 ぐようになった背景にあるのだろう。

役小角は実在 した人物で、韓国連廣足により、人々を妖惑 したと讒言ざれた(『続 日本紀』)。
そう に りょう

僧尼 令 の第一条によれば、 僧尼の言説が国家(具 体的には天皇)に 及んだり、 百姓を妖惑す
げんぞく かん し もん む

れば、還俗の上、官司により科罪された。役小角が人々を妖惑 した内容は不明だが、文武天皇

およびその周辺の人々に対する言説が原因だった らしい。いずれにしても、優婆塞であった役

小角が山居 と服餌を実習 した人物だったことに注目したい。

古代の山と山居

古代の人々にとって、山はどのような存在だったのだろうか。集落に近い里山と、集落から

遠 く離れた高山 ・深山ではかなり違 っていた。
さち

里山は水源の地であり、山から流れ下 る川の水で水田を潤 した。また山には豊かな幸があっ

た。 木々に実 る果実や、 そのもとに育っキノコ、 山野に住む鳥獣などは食用とな り、 鳥獣の

皮 ・角や羽は武具や工芸品の材料 となった。木や漆は、武器 ・武具類の製作 ・補修に不可欠な

ものだ った。さらに山の樹々は、建築用材 ・船材とされ、柴は燃料となり、樹々を焼成 して得

られる炭は、製鉄 ・製塩に必須のものだった。山にはさらに鉱物資源があった。また里山では、
ぐんしゅうふん

六世紀代 には群 集 墳が営 まれた し、七世紀以降には墳墓 の地 とされ、山中には死後の世界
た かい

(他界)が あると観念 されるようになった。 こうしたことから、大和王権は大化前代に各地に
やま ぺ

山部を設置 し、支配下においたのである。
みくまりやま き き

高山や深山は水分山と観念されたが、記紀ではあまり言及されていない。高山に登ることは、
さんりんしゅぎょう

よ1まどのことがない限り、 なかったようである。 その意味では、 七世紀末頃から山林修 業を
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そう に りょう

行なう優婆塞や僧が史料に見え始め、僧尼 令に山居や服餌について規定されたことは注 目に

値する。
ど ちょう ど えん

僧尼令第一三条について、 もう少 し詳 しく検討を加えよう。同条は、国家か ら度 牒(度 縁)
かんそう ぜんぎょう

を得た僧尼(官 僧)が 、 禅 行 修道を志 して山居服餌を希望する場合の手続きを規定 したもの

である。
これむねなおもと りょうのしゅう げ みょう

平安時代前期に惟宗直本が編纂 した 『令 集 解』 は、主 として養老令に関する法律家(明
ぽう か

法家という)の 種々の解釈をまとめた注釈書である。『令集解』 をみると、僧尼令第一三条に
しゃくせつ

関連 して、 山居 しても服餌せずともよいとする解釈 も存在 した。 しか し 「釈 説」では、以下
せんやく どうそう

のような解釈をしている。服餌 とは、穀類を食べずに仙薬を服することであり、また唐の道僧
きゃく どう し

格 に言及 して、道僧格は道士 と僧尼に対する規定であるから、養老令では僧尼に対 して も山

居服餌を規定 しているとする。
とうれい そう に れい

よく知 られているように、唐令には僧尼令が存在せず、道僧格が準用された。道僧格にっい
ふた ば けんこう だい じ おん じ さんぞうほう し でん えい き

ては、二葉憲香氏の論文に詳 しい。道僧格は、「大慈恩寺三蔵法師伝」 に引 く永徽六年(六 五
ちょく そう に りょう

五)の 勅のように、 道僧両者に関わる内容をもち、 わが国の僧尼 令は永徽道僧格と呼ぶべき
とうれいしゅう い ほ

ものによったと考え られる(3)。僧尼令 と道僧格 との比較は、 最近刊行 された 『唐令 拾 遺補』

に詳 しいが、第一三条に関していえば、山居服餌まで道僧格に該当条文のあったことが確実で

あるω。
こ き

『令集解」は、養老令に関する明法家達の諸解釈を集成 したものであるが、「古記」のみが唯

一、大宝令の注釈書で、天平十年前後 に成立 したものであることが知 られている。第一三条に
ぜんぎょうしゅうどう じゃくせい

っいても 「古記」が引用されており、大宝僧尼令の条文にも、「禅 行 修 道」「寂 静」「山居服

餌」の語句が存在 していたことが明白である。手続 き部分は不明であるものの、他は養老令条
ざっこく すで た

文 とほぼ同文だったとみてよい。 「古記」 ではまた、服餌にっいて、 「雑穀を既に絶ち、 松の

皮 ・葉ならびに丸薬等を以て食に充っるなり」とし、また禅行修道の人は、山居服餌をともに
しんせん し そう

実行する必要があるとする。山居 はともか くとして、服餌 は明らかに神仙思想と結びっいてい

た。

奈良時代か ら平安時代前期にかけて、山林修業をする官僧や優婆塞が輩出し、平安中期に
しゅげんどう

至 って修験道が成立する。その背景には、山居服餌を規定 した僧尼令第一三条があり、また道

僧格 との関わりから、道教の影響が色濃 く存在すると考えられる。

山居の実例

なん と

山居の実例をあげてみよう。南都の諸大寺に住む官僧達のなかにも、山林に入 って修行する
がんこう じ ご みょう ひ そ でら こ くうぞう ぐ もん じ ほう

僧がいた。 元興寺の護 命は、 月の上半には深山(吉 野の比蘇寺か)に 入 って虚空蔵求聞持法
しんえい よし の しんえいだいとこ

を修 し、下半には本寺にあって宗旨を研精 したという。神叡は芳野神叡大徳 と称せ られ、吉野
げんこう じ おおよどちょう ひ そ

の比蘇寺(吉 野寺 ・現光寺とも称す。奈良県吉野郡大淀 町比曽に比蘇寺跡が残る)に 入って、
じ ねん ち しゅう

二十年余 も過ごしている。奈良時代、比蘇寺では、「自然智 宗」とよばれる山林修行の伝統が

形成 されていた。 自然智宗 とは、 「生まれなが らの智」を獲得することを目的とする。具体的
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には虚空蔵求聞持法に基づいて、山林修行をし、経典の暗誦力を高あることを目指 した(5)。
ぎょう き ぼ さつ

行 基菩薩と讃えられた行基(六 六八～七四九)も 、若い頃、山林修行を行なっている。『行
ねん ぷ せいそく けいうん

基年譜』によれば、少年の頃より三十七蔵に至るまで 「山林に棲息」 し、また慶雲四年(七 〇
いこまのせんぼう わ どう い こまかやののせんぼう そ

七)に は生馬仙房に移 り、和銅三年(七 一〇)正 月か ら同五年までは、生馬草野仙房にて 「麁
ふく き く じき じょう

服を着、苦食を甞す」とみえる。
そうどうきょう だい じょうだいじんぜん じ ほうおう

僧道 鏡(～ 七七二)は 後に太 政 大臣禅師、さらには法王の位にまで昇った。伝記によれば、
ぼんぶん ぜんぎょう ないどうじょう

ほぼ梵文にわたり、禅 行をもって聞こえ、これにより内道 場に入 り、禅師に列 した(『続 日本
ほう き しちだい じ ねんぴょう

紀』宝亀三年四月七日条)。 『七大寺年 表』 によれば、道鏡は、若年の頃、葛木山に籠 もって
にょ い りんほう く ぎょう きわま く じゃくおうじゅきょう しょうしゅう タ

如意輪法を修 し、 「苦 行、 極 りなし」 とされ、 また孔 雀 王呪経を誦 習 していた(6)。山林に
ロげんりき かんぴょうぜん

入って禅行を修 し、 験力を得た僧や優婆塞は数多い。 とりわけ病気直 しに優れた僧 は看 病 禅
し

師とされた。僧道鏡は看病禅師として著聞 し、立身 したことで知られる。
に ほんりょう い き かね みたけ

『日本 霊 異記』には、山居 した禅師が散見する。先に金の峯に入 った禅師広達をあげたが、
たかいちぐん ほう き さん じ く だ らぜん し

他にも次の事例がみえている。大和国高市郡の法器山寺で浄行を修 した百済禅師(上 巻第二六
えん む う みなみ ぼ さつ ぜん し えいこう

縁)、 紀伊国牟婁郡熊野村に住んで修行 し、 南 菩薩と称された禅師永興(下 巻第一 ・二縁)、
あまべのみね やまでら かみ の ぐん い しつちやま

吉野の海部峯の山寺で修道 した禅師(下 巻第六縁)、伊予国神野郡の石鎚山で修行 した禅師
じゃくせん ぼ さつ えんのう ば そく

(後に寂 仙菩薩と讃えられた)な どである。山林で修行 した優婆塞として、先にみた役優婆塞
み て しろのあずまんど

のほかに、吉野山に入って法を修 し福を求あた御手 代 東 人がみえる(上 巻第三一縁)。
やまでら

また 『日本霊異記』には、数多くの山寺がみえ、そうした山林修行の場となっていたことが
たかみやでら ひ そ でら

知 られ る。大和国に限定 しても、葛木の高宮寺(上 巻第四縁)、 吉野の比蘇寺(上 巻第五縁)、
へ ぐり い こま

高市郡の法器山寺(上 巻第二六縁)、 平群の山寺(上 巻第三五縁)、生馬の山寺(中 巻第八縁)、
こん す ま にわ はつ せ かみ

金鷲の山寺(中 巻第ニー縁)、 馬庭の山寺(中 巻第三八縁)、 泊瀬の上の山寺(下 巻第三縁)、
あまべのみね う だ ま き はら

吉野の海部峯の山寺(下 巻第六縁)、 宇陀の真木原の山寺(下 巻第九縁)な どである。

発掘調査で確認された奈良時代の寺院で、山林修行の場 となっていたことが確実なのは、高
あ す か むら おかでら りゅうがい じ きたかつ ら

市郡明 日香村の岡寺(創 建当初は、 現在地の西側に伽藍があった。龍 蓋寺と称する)、 北 葛
ぎ ぐんたい ま ちょう か もりはい じ りゅうほう じ りゅうもんはい じ ぎ えんそうじょう

城郡当麻 町の加守廃寺(龍 峯寺)、 吉野郡吉野町の龍 門廃寺などである。いずれも義淵僧 正
ぶ どうからくさもんかわら

を開基 と伝え、 雨乞いに関わり深い 「龍」 を冠する寺院であり、 また葡萄唐草文 瓦が出土す
う だ ぐん う だ の ちょう こまがえ りはい じ

ることも共通 していて、興味深い。宇陀郡菟田野 町の駒 帰 廃寺からも、葡萄唐草文瓦が出土

している。

平安時代に入ると、僧尼が山林で修行する傾向がより著 しくなった。南都の諸大寺を中心 と
さいちょう ひ えいざん くうかい こう や さん

した南都仏教に対 して、最 澄が比叡山を、空海が高野山を修行の場としたことに示され るよ

うに、山岳仏教としての傾向がより顕著 となった。

服餌 と 『本草集注』

りょうの き げ りょうの

服餌について、 「令 義解』 では、 穀物を避けて薬を服すことと注 しているし、 また 『 令
しゅう げ しゃくせつ せんやく

集 解』 に引 く 「釈 説」では、穀類を食べずに仙薬を服することと解釈 している。役優婆塞は

葛木山の巌窟にいて、葛を着、 松の実を服餌したと伝承されていた(『 日本霊異記』上巻第二
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八縁。服餌 とは、穀物を食べず仙薬を服すこととされていたのである。 これは大宝令 ・養老令

の僧尼令第一三条の条文が、唐の道僧格をそのまま踏襲 したことによっている。そしてこの条
さんきょ

文が遵守 され、僧尼による山居(山 林修行)と 服餌が実修されたことが、基層信仰における山

岳への信仰 とあいまって、修験道成立の背景となったのである。
ほんぞうしっちゅうじょうかん ほんぞうきょうもっかんふじはらきゅうあと

藤原 宮 跡出土の木簡に、「本草集 注 上 巻」と記 した ものがある。『本草集注』(『本草 経 集
せいりょう とうこうけい とういんきょ

注』『集注本草』 とも)は 、斉 梁 間の処士、陶弘景(陶 隠居。四五六～五三六)の 著作であり、
わ こく てんや くりょう い せい やくおんせい

七世紀後半には倭国に伝えられていた。 八世紀代には、 典薬 寮において、 医生 ・薬園生 らの
ぞ けい

教材として 『本草集注」が用いられており、延暦六年(七 八七)五 月か らは、蘇敬 らが編纂 し
しんしゅうほんぞう

た 『新 修 本草』に変更された。『本草集注』には仙薬 としての効能が記載されており、私はそ

れに注目して、日本古代における神仙思想 との関わりを指摘 したことがある(7)。
せんやく

役優婆塞が服 したという松の実や、葡萄唐草文にみえるブ ドウも仙薬としての効能がある。
う だ

また 『本草集注』では、水銀を不死の仙薬 とするが、吉野 ・宇陀 ・葛木地域には水銀鉱床が存

在する。そのたあ古代においては、これ らの地域に神仙思想 と結びつ く説話や伝承が顕著に存
しんせんきょう

在 した。 とりわけ吉野と宇陀は、 神仙の住む神仙 境 と観念された。 右に見た山林修行の場と

された山寺が吉野 ・宇陀 ・葛木地域に集注 している事実 は注 目してよい。
おおみねさん

役小角(役 行者)に より、葛木山や大峰山が修験道の行場 として開かれたとの伝承や、龍門
く めのぜん し せんにん しんせん

寺で修行 していた久米禅師が空を飛ぶ仙人(神 仙)と 語 られるようになった背景には、右に見

た歴史的経緯が存在 したのである(8)。

(1)

(2)

(3)

(4)

C5)

(6)

資 料

自然神(自 然界に存在す る ものや現象 を、神 と観念 した もの)
おおひるめのむち

日神(大 日靈貴、天照大神)、 月神(月 読神)、 星神(天 香香背男)、木神(木 俣神、久久能智神、
か ぐ つ ち

高木大神)、 火神(火 照命、火須勢理命、火遠理命、阿遇突智)、 土神(波 題夜須眦古命、波題夜

須眦賣命)、 金神(金 山眦古神、金山此賣神)、 水神(弥 都波能 賣神)

風神(級 長津彦命、級長戸辺命)、 雷神(武 甕雷神、火雷神)、 霧神(多 紀 理眦賣命、天之狭霧神、

国之狭霧神)

大地の神

山神(大 山祗神、羽山戸神)、 野神(野 椎神)、 坂神(坂 之御尾神、菟田墨坂神 、大坂神、科野之
はいふる ふなど

坂神)、 国玉神(大 国玉神、 顕国玉神、倭大 国玉神、 日本大国玉神)、 地震神、 岐 神(道 俣神、
ちまた

街 神)

河海の神
お か み

水分神(天 之水分神、 国之水分神)、 淤迦美神(闇 淤加美神)、 河神(河 瀬神)、 御井神、 海神
あわ な ぎ つら

(大綿津見神、 綿津見大 神)、 泡神(沫 那藝神、 沫那美神)、 面神(頬 那藝神、頬那美 神)、 嶋神
わたり あぎ た みな

(嶋津神、 市寸嶋比 賣命、 奥津嶋比賣命)、 済 神(柏 済之悪神、 穴済神)、 浦神(鰐 田浦神)、 水
と

戸神

物を産み出す霊力 ・精霊
む す ひ うけもち

産霊(高 御産巣 日神、 神産巣 日神、 和久産巣 日神)、 保食神(宇 迦之御魂神、豊宇気眦賣神、大
まが つ ひ なお ひ

宜都比賣)、 御年神、禍津 日神(八 十禍津 日神 、大禍津 日神)、 直眦神(神 直眦神、大直眦神)

物 によ りっ く神霊
ふ っ のみたま すみのえ の み まえ

布都御魂、筒之男神(庭 筒之男神、中筒之男神 、上筒之男神、墨江之三前大神、住吉大神)

他界 の神
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ち しき ち がえ し

常世神、黄泉神(黄 泉津大神、道敷大神、道返之大神)

(7)氏 族の祭 る神
おやがみ いつ

阿曇連 らが祖神 と斎 く神、筑紫胸肩君(胸 形君)ら が もち斎 く三前大神、筑紫水 沼君 らが祭 る神 、

熱田祝部 が掌 る神
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